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令和３年度東京都強度行動障害支援者養成研修（実践研修）募集要項 

 
１ 目的 

行動障害の状態にある者のうち、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すいわゆる「強度

行動障害」の状態にある者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどにより、

日常生活に困難が生じているため、現状では事業所での受け入れが消極的であったり、身体拘束

や行動制限などの虐待につながる可能性も懸念されるところです。一方、障害特性の理解に基づく

適切な支援を行うことにより、強度行動障害が低減し、安定した日常生活を送ることができることが

知られています。 

   このため、公益財団法人東京都福祉保健財団（以下、「財団」という）では、東京都から委託を受

け、強度行動障害の状態にある者（児）に対し、適切な障害特性の評価及び支援計画を作成するこ

とができる職員の人材育成を図るため、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修対象者 

（１）強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した方（修了見込みを含む。）で、東

京都内の障害福祉サービス事業所等において、現に強度行動障害の状態にある者（児）

（知的障害、精神障害のある者（児））を支援対象にした業務に従事している者又は今後

従事する予定のある者で、支援計画の作成等を担う方（サービス提供責任者・サービス

管理責任者等）、東京都内の障害福祉サービス事業所等の連携医療機関等において治療に当

たる医療従事者 

（２）研修の全課程に参加が可能な方 
 
３ 研修日程  

（１）日程・研修会場 

別紙１「研修日程一覧」のとおり 

 （２）研修カリキュラム 
    各期とも講義１日間（計 3.5 時間）、演習３日間（計 8.5 時間）、計 12 時間で、各期

同一の研修カリキュラムです。詳細は別紙２「カリキュラム（案）」のとおり（一部変更

となる場合もあります） 

 （３）実施方法 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講義・演習ともオンライン研修により４日

強度行動障害の状態にある者（児）とは（目安） 

(1) 強度行動障害の状態にある者 

平成１８年９月２９日付厚生労働省告示第５４３号別表第二に定める行動関連項目（１２項

目）により算出される点数が１０点以上の者 

 ※別紙「参考①」参照 

(2) 強度行動障害の状態にある障害児 

平成２７年４月１４日付障発０４１４第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

「強度行動障害児特別支援加算費について」別紙１「強度行動障害判定基準表」により算出さ

れる点数が、２０点以上となる児 

 ※別紙「参考②」参照 
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間にわたり計 12時間で実施します。 
受講に必要な視聴推奨環境（別紙３「オンライン研修受講で推奨するシステム要件」）

をご確認のうえ、全ての日程を受講できるコースを選んでお申込みください。当財団か

ら全ての講義の視聴を確認できない場合は、修了と認められませんのでご注意ください。

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、日程等を変更して実施する場合があ

りますので、ご了承ください。 

（４）研修参加費用 

本研修の受講料は徴収しません。ただし、オンライン研修の視聴環境の確保について

は自己負担とします。 

（５）実施主体 

東京都 

※公益財団法人東京都福祉保健財団が東京都より委託を受けて研修を実施します。 

 
４ 受講申込み 

（１）東京都内障害福祉サービス事業所等から推薦を受けた方の申込み 
（ア）申込方法 

事業所単位で取りまとめのうえ、財団ホームページから申込フォーム（外部サイト）

にアクセスし、必要事項を入力して申込みください。同一事業所内に複数申込者がい

る場合は、推薦順位順に受講者情報を入力してください。 
申込フォームにアクセスするためのパスワードは、東京都福祉保健局障害者施策推

進部から送付されているメールに、相談支援事業所・障害児計画相談には財団から郵

送で送付した募集要項に記載していますので、ご確認ください。 
入力方法は、別紙４「ウェブ研修申込方法について」をご覧ください。 

（イ）必要書類 
 強度行動障害支援者養成研修基礎研修修了証書のコピー 

※基礎研修修了証は、スキャンや写真撮影するなど１ＭＢ以下の画像（jpeg,gif,PFD

等）にして申込フォームにアップロードしてください。 

※基礎研修を修了見込み（申込フォームで『未修了』と回答）で申込まれる方は、

基礎研修受講決定通知（１ページ目）を申込フォームにアップロードしてください。 

※修了証書のコピーを提出できない場合や婚姻等により氏名を変更された方は、「９ 

問合せ先」までご連絡ください。 

（２）事業所から推薦がない個人の方の申込み 

（ア）申込方法 
申込期間内に下記（イ）必要書類を申込先まで郵送してください（電話及びファクシ

ミリによる申込は無効となりますのでご注意ください。） 

（イ）必要書類 
① 令和３年度東京都強度行動障害支援者養成研修（実践研修）申込書（個人用） 

  当財団ホームページからダウンロードしてご記入ください。 

② 強度行動障害支援者養成研修基礎研修修了証書のコピー 

修了証書のコピーを提出できない場合や婚姻等により氏名変更された方は、「９ 問

合せ先」までご連絡ください。 

③ 返信用封筒（長３サイズ） 
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申込者１名につき１枚（宛名（受講希望者名））を明記し、84 円

切手を貼ってください。 

  

 

    

 

 

 

（３）医療従事者の申込み 
（ア）申込方法 

申込期間内に下記（イ）必要書類を申込先まで郵送してください

（電話及びファクシミリによる申込は無効となりますのでご注意ください。） 

（イ）必要書類 
① 令和３年度東京都強度行動障害支援者養成研修（実践研修）申込書（医療従事者用） 

  当財団ホームページからダウンロードしてご記入ください。 

② 返信用封筒（長３サイズ） 

申込者１名につき１枚（宛名（受講希望者名））を明記し、84円切手を貼ってください。 

（４）申込期間 

    令和３年６月８日（火）～令和３年６月２５日（金）午後５時まで 

※早期に受講決定を行い計画的に受講していただくため、今回の申込により、第１期・

第２期の受講者を決定します。 

 （５）留意事項 

（ア）申込フォームの希望する日程欄には、受講可能な日程に第１希望から（最大）第３

希望まで選択してください。 

また、今年度、東京都が実施する基礎研修を受講予定の場合は、以下のとおり、基

礎研修の修了後に実践研修の受講を開始するようにお申込みください。 

受講可能な実践研修 基礎研修の修了時期 

第１期・第２期 

昨年度までの基礎研修修了者 

令和３年度基礎研修第１期（１Ａ～１Ｆ） 

令和３年度基礎研修第２期（２Ａ～２Ｅ） 

第２期のみ 令和３年度基礎研修第３期（３Ａ～３Ｆ） 

   ※全体の申込状況を考慮して各回の受講者を決定させていただきます。 

（イ）受講者を推薦する事業者は、業務等の理由で途中離席がないよう、当日の受講体制

を確保の上、お申込みください。同一事業所から複数名の申込をされる場合は、参加

日が重なって欠席することのないよう、受講者間の調整をお願いします。 

（ウ）氏名及び生年月日は、修了証書に記載されますので、正確な入力をお願いします。 

（エ）オンライン講義の視聴環境は、推薦する事業者が責任をもってご確認のうえ、お申込み

ください。受講に必要な視聴推奨環境は、別紙３「オンライン講義受講で推奨するシステ

ム要件」をご確認ください。使用するデバイス（端末）は、受講者ごとに要件を満たした

パソコンをご用意ください。タブレット・スマートフォンは処理能力が劣り研修の進行に

支障が出ますのでお避け下さい。 

【申込先】 
〒163-0719 

東京都新宿区西新宿二丁目７番１号小田急第一生命ビル 19階 

公益財団法人 東京都福祉保健財団 人材養成部福祉人材養成室 

    障害者支援研修担当 宛 
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返信用封筒記載例
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  当財団の責による事由以外で視聴できない場合は、いかなる理由でも修了は認められま

せんので、ご了承ください。 

（オ）強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の申込は、強度行動障害支援者養成研修

（基礎研修）修了者（修了見込みを含む。）が対象となります。実践研修の受講を希望

される場合は必ず基礎研修を修了している（修了見込みを含む。）ことを確認のうえ、

お申込みください。 

（カ）修了証書（基礎研修受講決定通知含む。）を申込フォームにアップロードしたデータ

で確認することができない場合には、実践研修を受講することができませんのでご注

意ください。 

（キ）研修受講にあたり、配慮すべき事項（手話通訳等）がある場合は、「研修受講にあた

って配慮すべき事項１」の項目に入力してください。 

 

５ 受講者の決定及び通知 

  受講者の決定及び通知については、事業所研修ご担当者様あてに郵送で通知致しますので、受

講者ご本人へのご連絡をお願いします。不決定の場合も通知いたします。 

  なお、受講決定及び通知時期は、８月上旬頃を予定しております。送付予定日を過ぎてもお手

元に届かない場合には、お手数ですが、「９ 問合せ先」までご連絡ください。 

 

６ 修了証書 

  実践研修の全課程を修了した方へ修了証書を交付します。 

  なお、10 分以上の遅刻、早退、途中離席等でオンライン講義の全ての受講を当財団が確認でき

ない場合は欠席とみなし、修了証書は交付できませんのでご注意ください。 

 

７ 研修開催を中止する場合について 

研修開催時の新型コロナウイルス感染状況により、開催を中止もしくは変更する場合があり

ますのでご了承ください。その場合は、事前に当財団ホームページ等でお知らせいたします。 

 

８ 個人情報の取扱いについて 

  受講申込書に記載された個人情報については、当財団個人情報の保護に関する要綱に基づ

き適正管理を行い、当該研修業務管理及び同修了者名簿の登載業務以外の目的で利用するこ

とはありません。 

 

９ 問合せ先 

  公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 

福祉人材養成室 障害者支援研修担当 

   （電話）03-3344－8551  （ファクシミリ）03－3344-8593 

    （メール）syougai@fukushizaidan.jp 

 


